
 
 

 

大阪府議会会館のあり方について                                             対象受検機関：議会事務局 

事務事業の概要 検出事項 改善を求める事項（意見） 

 

１ 現況 

大阪府議会会館は、府議会議員の福利厚生施設として、各種の集会の用に供することを目

的に、昭和37年５月に設置された。 

（㎡） 
談話室 会議室 応接室 和 室 事務室 倉 庫 計 

82.5 102.3 28.0 146.9 17.6 4.7 382.0 
 
２ 府庁本館への移転 

 本館耐震工事に伴い、総務部から提示された本館５階の400平方メートルのスペース（現

在の議会会館の会議室等のスペースに相当）に平成29年２月に移転を予定している。 
 

３ 平成25年度監査結果と措置状況 

  （監査結果） 

本館に確保する延べ面積400平方メートルの具体的な利用方法を検討するに当たっては

現在の議会会館の利用状況を踏まえ、福利厚生施設としての設置目的を見直すとともに、

稼働率を向上させることが課題であり、今後、利用のあり方について検討されたい。 

（措置） 

平成28年度前半までに議会運営委員会理事会に諮り、設置目的や利用のあり方を決定す

ることとした。 

また、議会会館の有効利用として、平成28年度の本館移転までの間、１階談話室の他部

局への貸出しを行うこととした。（平成25年10月28日～試行実施。平成26年４月～本格実

施。） 
 
４ 利用状況（現在、貸出しを行い利用されている３室） 

                       

利用回数 

 

（単位：回） 
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議会関係会議等 18 14 ５ 38 12 ７ 24 10 17 

執行部会議等 16 ５ ０ 41 27 ３ 57 56 35 

合 計 34 19 ５ 79 39 10 81 66 52 
 

 

 大阪府議会会館の有効利用として、平成25年10月から他部

局への貸出しが行われているものの、議会関係の利用状況は

非常に低い結果となっている。 

 本館に確保予定の面積は、和室、事務室等も含めたもので

あることや、他部局への貸出しが大半を占める現在の利用状

況を踏えると、本館移転後の面積は過大となりかねない。 

 

 

各室の利用状況を踏まえな

がら、議会として必要なスペー

スについて検討の上、庁舎を管

理する総務部と協議、調整され

たい。 

 
 
 
 



 
 

 

 

利用人数 

（単位：人） 
平成25年度 平成26年度 平成27年度 

議会関係会議等 508 1,057  580 

執行部会議等 398 1,617 2,367 

合 計 906 2,674 2,947 

 

※議会関係会議等：勉強会、政調会等、団体応接、各種議員連盟、議員ＯＢ会 
 

  

措置の内容 

 

議会会館の会議室の機能は、平成29年２月に本館５階に移転し、各種表敬訪問や議員連盟の会議、諸団体との意見交換等、議会用務に活用するとともに、他部局への貸出しを行っている。 

移転後１年間（平成29年度）の全会議室平均の稼働率は93％、うち議会関係の利用割合は、定例会前の８月、９月では60％を超えており、また、全ての会議室において60％を超える月が

あるなど、議会用務にも多く利用されている。 

これらの状況を踏まえ、総務部と協議し、引き続き議会事務局が一元的に管理するとともに、議会用務に支障がない範囲で他部局にも貸出しを行い、会議室の有効活用及び利用促進を図っ 

ていくこととした。 

監査（検査）実施年月日（委員：平成28年７月29日、事務局：平成28年６月14日から同年７月14日まで） 



 
 

 

府議会議員及び会派業務への職員のサポートについて                                    対象受検機関：議会事務局 

事務事業の概要 検出事項 改善を求める事項（意見） 

 

１ 府議会会派控室における秘書業務について 

  会派や所属議員のスケジュール管理や来訪者の対応等を目的に、秘書業務を行うスタッフが配置されて

いる。 

  第17期は、秘書業務を担当する府職員６名、非常勤嘱託員２名に加え労働者派遣契約により対応してい

たが、現在は、非常勤嘱託員２名及び労働者派遣契約により対応している。 

労働者派遣契約においては、改選期ごとに入札により長期継続契約（単価契約）を締結している。 

  （業務内容） 

   ・会派控室の開錠及び施錠 

   ・会派及び議員のスケジュール管理 

   ・会派及び議員の関係者等との連絡調整 

   ・会派及び議員への電話等への対応 

   ・会派控室への来訪者の応対 等 

 

２ 第17期分と第18期分の比較 

 

（第17期分）※議員定数：109人 

   ・期間：平成23年８月１日～平成27年４月29日 

   ・人数：常時派遣 ７名程度 随時派遣 ４名程度（随時派遣は、定例会及び臨時会等開会中のみ） 

   ・時間：総時間数 53,235時間（常時派遣 44,835時間、随時派遣 8,400時間） 

   ・契約金額：72,665,775円（１か月平均1,614,795円 議員１人当／月14,815円） 

 

（第18期分）※議員定数：88人 

   ・期間：平成27年４月30日～平成31年４月29日（常時派遣） 

   ・人数：常時派遣 ９名程度 

   ・時間：総時間数 61,362時間 

   ・契約金額：84,760,557円（１か月平均1,765,845円 議員１人当／月20,067円） 

 

 （配置基準の対比）                            （人） 

 
議員 

定数 

閉会期 開会期 

配置基準 合計 
派遣 

職員 

非常勤 

嘱託員 
配置基準 合計 

派遣 

職員 

非常勤 

嘱託員 

第

17

期 

109 
議員12人に

つき１人 
９ ７ ２ 

議員10人に

つき１人 
13 11 ２ 

第

18

期 

88 
議員10人に

つき１人 
11 ９ ２ 

議員10人に

つき１人 
11 ９ ２ 

 

 
１ 第17期と第18期を比較すると、議員定

数が削減された中でも、労働者派遣にか

かる費用が増加している。 

  

２ 第18期では、閉会期と開会期の派遣職

員の配置基準が同一基準となっている。 

 

３ 配置見直しを行った６名の府職員に

ついて、秘書業務への関わりなど現在の

業務の状況について点検が行われてお

らず、政務調査等サポート業務を充実し

たことに伴う効果についても、定性的、

定量的な分析が行われていない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 秘書業務を行っていた府職員を

政務調査等サポート業務に専念さ

せたことに伴い、労働者派遣にか

かる費用が増加したことを踏ま

え、派遣職員及び府職員の業務状

況を点検した上で、定性的、定量

的な効果分析を行い、必要がある

場合には見直しを行われたい。 



 
 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成28年７月29日、事務局：平成28年６月14日から同年７月14日まで） 

 

３ 配置基準の見直しについての議会事務局の説明 

  第17期に比べ第18期の派遣契約職員の配置を見直したのは、派遣職員に加えて各会派控室に配置され秘

書業務を担当していた府職員６名について、議員の政策立案や政務調査のサポート業務に専念させること

で、課題であった議会事務局の政務調査サポート機能の底上げを目指したものである。 

措置の内容 

 

 地方分権が進む中、議会の役割はますます重要となり、住民代表機能、監視機能、政策立案機能の充実強化が求められている。府議会では、各会派において勉強会や視察といった政務調査

活動を充実させ、政策立案に結び付けている。 

  

 こうした中、議会事務局の政務調査サポート機能の底上げを目指して職員体制を見直したが、平成28年度からの実施状況を記録、点検したところ、事務局がサポートする政務調査活動は年

間1,000件を超えるペースで推移し、増加傾向にあることが明らかになった。こうした活動で会期内外に関わらず議員の登庁も増えており、秘書業務については年間を通じての対応が求めら

れるようになっているが、派遣職員及び非常勤嘱託員のスキルアップを図ることにより対応している。また、職員体制や業務分担を見直したことで、各会派・議員のニーズ等を踏まえた議会

活動及び会派活動のサポートに即座に応じる体制が取れ、調整業務や控室の運営業務についても適宜適切に行うことができているものと分析している。 

 

第19期に向けても、今期同様の体制により職員及び派遣職員を配置し、引き続き、議会の政策立案機能の強化に向けた取組を進めていく。 

 


